






(7)農林⽔産業及び⽣物多様性への国⺠理解の促進 ③

◆SDGs×⽣物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」令和2年2⽉17日開催

＜イベント概要＞
趣旨：農林⽔産省⽣物多様性戦略の⾒直しに関する有識者研究会の成果や持続可能な⽣産・消費を実現するための

ヒントになる先進的な事例を伝え、⽣物多様性保全を重視した食農ビジネスを推進することを目的として開催。

主催：農林⽔産省
場所 ：（本会場）農林⽔産省7階講堂、（サテライト会場）長野県⽴大学 ※オンライン配信
参加者：（本会場）183⼈ （サテライト会場）71⼈

＜開催内容＞
○講演パートとトークセッションパートの2部構成で開催。

前半の講演パートで、背景情報を御提供いただき、後半のトークセッ
ションパートでは、テーマ別に、先進的な事例の御報告に続いて、議論
をしていただいた。
最後に、各トークセッションの代表者と主催者を交えて、本シンポジウ
ムの総括となる議論をしていただいた。

○トークセッションは２つで、テーマは以下のとおり
・セッション１「ESG経営⽣物多様性に配慮した経営とは」
・セッション２「SDGs×⽣物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ」
・ラップアップセッションでは、⽣物多様性のリスクは農林⽔産業のリス

クであり、これを可視化し伝えることの難しさや、リスクをチャンスと
捉えて、技術を活⽤してグローバルな要求に対応することの必要性等に
ついて意⾒交換を行った。

（開催結果の概要）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/sympo_bd/detail/

SDGs_bd_sympo.html



条約加入・契約

(8) 遺伝資源の保全と持続可能な利⽤の推進 ①
○ 世界的には、気候変動や開発行為による環境悪化、熱帯⾬林の急速な減少等により、多様

な遺伝資源が損失の危機。これら遺伝資源の中には、食料・環境・エネルギー問題の解決
への貢献が期待されるものもあり、このような貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世代に
引き継ぐとともに、持続可能な形で利⽤していくことが 国際的にも重要。

○ このため、世界中の変異に富んだ多様な遺伝資源（育種素材）を収集・提供し、「強み」
のある新品種の開発基盤を強化。

◆有望な遺伝資源保有国との関係強化

[課題] 近年、途上国の権利意識が⾼まり、遺伝資
源（育種素材）の入⼿が難しくなっている状況。

変異に富んだ有⽤な育
種素材を入⼿！

野⽣種・
在来品種

育種素材

日本 途上国等
ジーンバンクの素材

ABS※の確保

※ABS：遺伝資源を利⽤するために、まずそれを入⼿し
て（Access）、その 利⽤から得られた利益の⼀部を、
遺 伝 資 源 提 供 者 にも配分（Benefit Sharing）する
こと。

共同研究・ 能力開発

• 遺伝資源の取得・利⽤を円滑にするため、
①多国間取引ルールを定めた「食料・農業植物遺

伝資源条約（ITPGR）」締結（2013年7⽉）
②⼆国間取引ルールを定めた「名古屋議定書」締

結（2018年5⽉）
• 国外への調査等を通じ、種苗会社等のニーズも

踏まえて海外遺伝資源の利⽤促進に資する情報
を集積



(8) 遺伝資源の保全と持続可能な利⽤の推進 ②

◆我が国における遺伝資源の収集・提供

[課題]
今後、食料の安定的な供給を図るためには、
病害⾍抵抗性等を備えた画期的な新品種の開
発が不可⽋であり、その育種素材となる多様
な遺伝資源の確保が必要。

分類・同定・特性評価

保存

増殖

提供

探索収集・導入

国内外の遺伝資源

〇農業⽣物資源ジーンバンク事業の取組

ユーザー
育種家、研究者、

公的機関、種苗会社、
教育機関、大学 等

• 我が国では、農業⽣物資源ジーンバンク事
業により国内外の遺伝資源の収集・保存等
を実施。

• 植物遺伝資源約23万点（世界第６位）、
微⽣物約４万点、動物約２千点の遺伝資源
を保存。

• これらの遺伝資源を育種家や研究者へ提供
し、遺伝資源の利活⽤及び新品種の開発を
促進。


